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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

■はじめに 
東京都の地勢は、東西に長くひらけており、山間部、丘陵地、武蔵野台地、東部低地

帯など変化に富んだ多様な地形で構成され、地域によって起こりうる風水害は様々です。

また、島しょ地域は太平洋上に、南北に長く伊豆諸島、小笠原諸島が点在しており、この

地域が、夏以降の台風の進路上となる傾向にあります。※ 

令和元年台風第 19 号では、全国各地で大雨特別警報が発表され、同時多発的かつ

広範囲に甚大な被害をもたらしました。東京都においても、25 自治体を対象に初めて特

別警報が発表され、河川の氾濫等に伴う床上・床下浸水が約 800 棟以上発生したほか、

道路崩壊に伴う孤立集落や断水の発生など、都内各地で地域特有の被害が発生しまし

た。※ 

避難に関する対応としては、都内では 50 自治体において、避難準備・高齢者等避難

開始、避難勧告、避難指示（緊急）等の避難情報が発令され、最大で 18 万人程度が避

難するなど、これまでの風水害と比べて多くの住民が避難しました。※ 

他方で、内閣府が令和２年７月豪雨もしくは、台風 10 号で被災した市町村の住民等約

6,000 人に実施した調査結果によれば、ハザードマップ等を見たことがあり、内容を十分

に理解している人は 11％程度との結果が示されています。 

また、内閣府と東京都が令和４年６月に設置した「首都圏における広域的な避難対策

の具体化に向けた検討会」が実施した過去の被災自治体へのヒアリングや課題検証で

は、「住民が災害の危険性を自らのこととして認識できた場合に避難行動につながってい

る」ということや、「災害を可視化することで災害リスクを『我がこと』として捉えてもらえる」と

いった意見が示され、被災自治体では住民に災害の危険性を「我がこと」として認識して

もらうための様々な取組が行われていることを確認しました。 

こうした背景を踏まえ、東京都は、大規模風水害における広域避難を念頭に置き、江東

５区（墨田区、江東区、葛飾区、足立区、江戸川区）と連携して、住民自らが自宅等の水

害リスクを理解し、適切な避難行動を考えていただくため、プッシュ型で各戸に水害リスク

を周知する普及啓発として、水害リスクと推奨される避難行動等をまとめた診断書（「我が

家の水害リスク診断書」）を令和５年７月から 11 月にかけて配布する事業（以下「本事業」

といいます。）を実施しました。 

この診断書の配布とあわせて実施したアンケート調査結果から、本事業により、自宅の

水害リスク情報に関しての認知度向上、平時の備えに関する意識啓発、自宅（在宅）避難

から自宅以外への避難、居住自治体「内」の避難から居住自治体「外」への避難（広域避

難）への意識啓発等の効果があったことが確認できました。 

東京都では、都内各区市町村でも同様の取組を実施することにより、多くの都民が水害

を「我がこと」として捉え、水害時に適切な行動ができるよう、行政職員向けに診断書の作

成、配布、効果検証等のノウハウをガイドラインとしてとりまとめました。 

本ガイドラインを参考にして、区市町村の地勢などの実情にあわせ、プッシュ型で各戸

に水害リスクを周知し、住民が「我がこと」として認識することで、適切な避難行動に結び

つける取組に、ぜひ、ご活用いただきたいと思います。 

※大規模風水害時における避難対応に関するガイドライン（令和２年６月／東京都）より 
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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

1. 目的と効果 
1.1 事業の目的 

東京都では、水害を「我がこと」として捉えることにより、住民の適切な避難行動につい

て考えてもらうため、水害リスクと推奨される避難行動等を示した診断書を令和５年７月か

ら 11 月にかけて各戸配布する事業を実施しました。 

令和６年度以降も、江東５区の今回配布対象とならなかった地域や、浸水想定区域を

有する他区市町村において、本事業のノウハウを活用し、各区市町村が独自に事業を展

開できるようにしていくことが重要です。 

 

1.2 事業概要 

本事業の概要は下表に示すとおりです。 

【表】 事業概要 

項目 概要 

対象地域・ 

世帯 

・江東５区（墨田区・江東区・葛飾区・足立区・江戸川区）のうち、特に

水害リスクが高いと想定される地域の世帯※ 

※原則として、「想定される浸水の深さが５m 以上」または「家屋が倒壊する等の

おそれ」のある地域に住居があった場合、当該町丁目に住民基本台帳の登録

がある世帯主（各区による調整あり） 

対象災害 ・荒川・江戸川・中川の洪水氾濫、東京湾高潮氾濫（区毎に設定） 

配布件数 ・約 47 万世帯  

配布時期 ・令和５年７月から 11 月 

配布物の 

構成 

○通知文（Ａ４縦・両面） 

・表面：診断書の内容の説明 

・裏面：各区からのお知らせ等（各区の防災対策等） 

○我が家の水害リスク診断書（Ａ３二つ折（横）・両面） ※３～６頁参照 

・表面：①水害リスクの診断結果、②推奨される避難行動、 

③広域避難時の避難行動、④自宅避難時の環境 

・裏面：よくある問合せと主な備蓄品目（各区共通） 

○配布用の封筒 ※７頁参照 
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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

 

 

【図】 我が家の水害リスク診断書（A3 二つ折り（横）・表面左） 
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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

 

 

【図】 我が家の水害リスク診断書（A3 二つ折り（横）・表面右） 
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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

 

 

【図】 我が家の水害リスク診断書（A3 二つ折（横）・裏面左） 

  



 

- 6 - 

 

「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

 

 

【図】 我が家の水害リスク診断書（A3 二つ折り（横）・裏面右） 
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【図】 配布用封筒 
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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

1.3 事業フロー 

本事業は、東京都及び江東５区が協働し、河川管理者（国交省河川事務所、都建設

局）や、港湾管理者（都港湾局）、委託事業者等と連携して、以下の流れで実施しました。  

今後、各区市町村が主体となって実施する際も、以下のフローを参考にしつつ、各区

市町村の特性等を踏まえた内容・手順を設定してください。 

○凡例 

【数字】：本ガイドラインにおいて関連する該当章 

：東京都及び江東５区 ※今後は各区市町村が主体となって実施（都は適宜技術的支援） 

：河川管理者、港湾管理者（水害リスクデータ等の作成者） 

：診断書作成、効果検証等の事業全体の補助を行う業者（コンサルタント等） 

：各戸の位置情報（緯度経度）の特定等を行う業者（地図情報の保有会社等） 

：印刷・発送管理等を行う業者（印刷会社等） 

：チャットボットの作成・運用を行う業者（システム会社等） 

なお、本事業では業①、②、④を A社、業③を B社に委託しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■事前準備【2】 

○ターゲットの設定【2.1】→対象リスクや対象地域の設定、モデル事業の実施 

○関係情報の収集【2.2】→水害リスクデータや住民基本台帳データの収集 

○関係法令の整理【2.3】→個人情報保護法や水防法などの整理 

 

河港 業① 

業① 都区 

■広報活動【3】 

 

○町会長、議会等

への説明など 

○SNS、広報誌、

記者会見等に

よる広報 

都区 業① 

■診断書の作成【4】 

○診断書等の作成【4.1】 

→配布物一式（通知文・診断書・封筒）のデザイン・内容等の検討・作成 

○データベースの作成【4.2】 

→各住宅の緯度経度等の整理及び水害リスク判定 

○印刷原稿の作成【4.3】 

→データベースの内容を反映した印刷原稿の作成 

業① 都区 

業① 都区 業② 

業① 都区 

■印刷・発送【5】 

○配布物一式の印刷・封入・ 

封緘及び発送 

○返還等の対応 

■問合せ対応【6】 

○電話対応（Q＆Aの作成） 

○チャットボットの作成・運用 

○コールセンターの運用※１
 

■効果検証【7】 

〇アンケートの実施（WEB アンケート、紙アンケート※２、電話ヒアリング等） 

〇アンケ―ト結果を踏まえた事業の効果検証 

業③ 都区 都区 業④ 

業① 都区 

都区 

都区 業① 

河港 

都区 

業① 

業② 

業③ 

業④ 

※１：本事業では職員直営により対応  ※２：本事業では実施していない内容 
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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

1.4 事業の効果 

本事業では、我が家の水害リスク診断書、封筒及び東京都のホームページに示した

QR コードから回答するWEB アンケートを実施し、合計 8,621 件の回答がありました。この

内容等を踏まえて事業の効果を検証しました。 

検証の結果、以下に示すとおり、水害リスク診断書の配布により、自宅の水害リスク情報

に関しての認知度向上、平時からの備えに関する意識啓発、自宅（在宅）避難から自宅以

外への避難、居住自治体「内」の避難から居住自治体「外」への避難（広域避難）につい

ての意識啓発の効果等が期待できるということがわかりました。 

 

(1) アンケートの概要 

対   象：診断書の配布対象世帯及び一般※ 

設 問 数：最大 23 問※ 

回 答 数：8,621 件 

（診断書を受け取った方：8,519 件、受け取っていない方：102 件） 

自由意見：1,646 件 

設問内容：配布した診断書の内容の理解度 

診断書の内容を踏まえて想定される行動や避難先 など 

回答期間：R5.7.31 から R5.12.31 

※診断書を受け取った方と配布対象外（一般）の方では、それぞれの状況にあわ 

せて異なる設問を設定 

 

(2) 本事業の効果検証結果 

効果検証の結果、以下の①～④の効果が確認できた。（主なアンケート結果は次

頁） 

 

①自宅の水害リスクを直接各世帯に配布することにより、自宅の水害リスク情報に

関し、認知度の向上（10 頁参照） 

②災害時の避難行動に備えた平時からの備えに関する意識啓発（11 頁参照） 

③自宅（在宅）避難から自宅以外への避難、居住自治体「内」の避難から居住区

域「外」への避難（広域避難）についての意識啓発（12 頁参照） 

④ハザードマップの表記内容がより明確に分かりやすくなる等、概ね事業の有効

性について評価（12 頁参照） 
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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

【主なアンケート結果】 

全体回答数：8,621 件（診断書を受け取った方：8,519 件 受け取っていない方：102 件） 
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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 
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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 
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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

2. 事前準備 
2.1 ターゲットの設定 

(1) 住民に提示する対象リスクの設定 

住民に提示する対象リスクの設定には、まず、対象となる河川等の設定を行う必要があ

り、次に災害の程度を示す指標を選択します。 

具体的には、各自治体のハザードマップ等で設定している水害や土砂災害のリスクか

ら、住民に知らせたい河川や土砂による災害などを設定し、その指標となる「浸水深」、

「浸水継続時間」、「家屋倒壊等氾濫想定区域」などを選択します。 

その際、例えば、１つの河川かつ１つの指標であると、単純で分かりやすい反面、他に

危険性が高い水害リスクが十分に伝えられないおそれがあります。一方、複数の河川か

つ複数の指標を設定した場合、正確にリスクを提示できる反面、複雑でわかりにくくなる

おそれがあります。下表に改めてそれぞれのメリットとデメリットをまとめました。 

【表】 対象リスク選定方法（メリット・デメリット） 

住民に提示

するリスク 
メリット デメリット 

単純化 

○対象となる水害リス

クが明確であるた

め、住民が理解し

やすい 

×他に危険性の高い水害リスクが存在する場

合は、ミスリードとなる可能性がある 

複雑化 

○危険性の高い水害

リスクを正確に提示

することができる 

×様々な水害リスクを同時に提示するため、瞬

時に内容を把握しきれず、住民の理解が難

しくなる恐れがある（表示方法に工夫が必要） 

 

(2) 対象地域の設定 

配布対象地域は、（１）で設定した対象リスクの存する範囲全域とすることが望ましいで

すが、予算規模等に応じて、特に危険性が高い地域に絞り込むことも考えられます。 

対象地域を絞り込む際の考え方（例）は以下のとおりです。 

○浸水深や浸水継続時間が大きい地域、家屋倒壊等氾濫想定区域内の地域 

○防災意識が低い地域、過去の災害時に避難率が低かった地域 など 

 

対象地域の絞り込みにあたっては、学校区や町丁字単位で選定することにより、地域

一帯で統一的な対応をとることが可能です（近所で自分の家だけ届いたといったことがな

くなる）。 

また、浸水想定区域外の地域に対しても、水害リスクがない（または小さい）ことを周知

することにより、不要な避難の抑制に繋がるものと考えられます。 
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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

 

(3) モデル事業の実施 

東京都は本事業の実施に先立ち、令和４年度に江東５区の６町会と連携し、町会の役

員等に対し、町会会館等の住所地の診断書を配布し、診断書を実際に受け取った際の

印象や感想等をアンケート調査により聴取する「モデル事業」を実施しました。 

このモデル事業では、計 121 名に参加いただき、令和５年度の本格実施に向けて、ア

ンケート調査結果を分析し、水害リスク診断書を見やすくするための工夫等に繋げまし

た。 

 

 

 

  

✓地域の特性に応じて危険性の高い水害リスク（河川、高潮氾濫、土砂災

害等）が適切に設定できているか 

✓設定したリスク以外に水害リスクがない、などのように、住民をミスリード

していないか 

✓ターゲットへの分かりやすさを追求できているか（事前に地元町会等への

ヒアリング実施など） 
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「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

2.2 関連情報の収集 

(1) 氏名・住所情報の収集 

住民基本台帳等から、診断書の配布先となる住民の氏名・住所等について、収集・整

理します。氏名については、漢字以外に、通称名、併記名が記載されている場合がある

ため、どのように記載するか、各区市町村で検討する必要があります。 

なお、各区市町村内の特定の PC環境以外では、旧字体などの外字※が正しく表示さ

れない可能性があるため、外字ファイル（拡張子が TTE,TTF,EUF 等のファイル）を併せ

て収集し、診断書作成を行う PC に対して設定する必要があります。 

このとき使用する氏名・住所情報は、転居先への転送や宛所なしによる返戻を避ける

ため、可能な限り新しい情報を採用する必要があります。 

住民基本台帳の取り扱い（外字ファイル含む）については、担当部署と協議・確認し、

他の業務や郵送物等における事例も参考に対応してください。また、利用するデータに

ついては、各区市町村で適切なデータを確認のうえ、個人情報保護の観点等を踏まえて

委託業者への提供や管理を行ってください（例：鍵付きのケースで複数人体制での運

搬、作業後の消去ソフトの利用等）。 

 

 

 

※外字：PC などの文字入力ソフトに標準で定義されていない文字でユーザ等が自由に

定義した文字のこと。 

 

  

✓配布先の氏名・住所の中に、諸事情で区市町村からの郵便物の配布が

できない方が含まれていないか。 

✓収集する個人情報は必要最小限となっているか、不要な個人情報（生年

月日など）を委託業者等へ提供していないか。 

✓氏名・住所情報のデータは、委託業者等と協議のうえ、適切な形式、文

字コード（csv、utf-8 等）で出力できているか（提供前に区市町村内の

PC で確認したか）。 

✓宛先について、委託業者等の PC環境で外字が正しく設定・表示できて

いることを確認しているか。 
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(2) 水害リスクデータの収集 

対象としたリスクの浸水想定区域図等に関する GIS※データ（拡張子が SHP 等のファイ

ル）について、河川管理者や港湾管理者等から収集する必要があります。 

浸水想定区域図に関するデータのうち、本事業で水害リスクデータとして必要とした基

本的な情報は以下のとおりですが、掲載する情報にあわせて必要なデータを収集してく

ださい。 

 

（水害リスクデータとして必要となる情報） 

■浸水の深さ（地面から水面までの高さ） 

■浸水継続時間（浸水深が 50cm を超えて最大浸水深に達した後、再度 50cm を下回 

るまでにかかる時間） 

■家屋倒壊等氾濫想定区域（堤防の決壊等により家屋倒壊・流出のおそれのある地 

域） 

 

また、対象リスクと各データの作成機関（問合せ先）は、下表のとおりです。 

【表】 水害リスクデータの作成機関 

対象リスク 河川管理者、港湾管理者（データ作成機関） 

各河川の洪水 

浸水想定区域図 

○国管理河川：国土交通省 関東地方整備局 河川事務所 

（荒川下流河川事務所、江戸川河川事務所、京浜河川事務所、

利根川上流河川事務所など） 

○都管理河川：東京都建設局 

東京湾高潮 

浸水想定区域図 
○東京都港湾局 

 

なお、各管理者には事業内容を説明して、最新の水害リスクデータを受領してくださ

い。その際には、表示方法の注意点などを各管理者に確認しておきましょう。特に、浸水

継続時間の最大値をどこまで計算しているのかについては、表示方法（「最大〇時間」と

表示）にかかわるため、必ず確認してください。 

また、職員の皆さんが GIS などのデータを直接確認することは難しいことが多いので、

委託業者にデータの不備がないか十分確認するように指示しましょう。 
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※GIS（地理情報システム）：地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ

（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高

度な分析や迅速な判断を可能にする技術 

 

  

✓各自治体で診断書に掲載する水害リスクのハザードマップ等を公表して

いる場合は、管理者から受領したデータとの整合がとれているか。（住民

の混乱を避けるため） 

✓水害リスクデータの取扱い（浸水想定区域図の数値を表示する際の条

件・留意点（浸水継続時間の上限値※等））を河川管理者や港湾管理者

に確認しているか。 

※各浸水想定により、氾濫解析している時間（期間）が異なります。 
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2.3 関係法令の整理 

診断書の配布では、住民基本台帳等に登録されている個人情報を利用することになりま

す。 

この点、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）では、第

61 条以下において、行政機関等における個人情報の取扱いについて定めているので、こ

ちらをしっかりと確認する必要があります。 

特に、個人情報保護法第 61 条第１項及び第２項によれば、区市町村は、個人情報を保

有するに当たっては、法令（条例を含む。）の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要

な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならず、ここで特定された利

用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有することはできません。 

そのため、個人情報が保有される個人の範囲及び個人情報の内容は、利用目的に照ら

して必要最小限のものとする必要があるので、注意しなければなりません。 

また、個人情報保護法では、第 17 条以下において個人情報取扱事業者の義務につい

て定めていますので、業者に個人情報を取り扱う作業を委託する場合には、こちらについて

もよく確認しておく必要があります。 

区市町村ごとに、個人情報保護法に基づき個人情報の取扱いルールが定められている

ことと思いますので、そちらについても丁寧に確認・整理し、関係部署と調整の上、事業の

準備を進めてください。 

その他、関係法令や庁内のルールを順守してください。 

なお、区市町村が水害リスク診断書の配布事業を実施する場合、参照すべき法令として

は、個人情報保護法のほかに水防法第 15 条第 3項なども考えられます。 

 

【個人情報の保護に関する法律（抜粋）】 第十七条 第十八条 第六十一条 

（利用目的の特定） 

第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以

下「利用目的」という。）をできる限り特定しなければならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有

すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

 

（利用目的による制限） 

第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特

定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承

継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前に

おける当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱って

はならない。 

３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

一 法令（条例を含む。以下この章において同じ。）に基づく場合 
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二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術

研究の用に供する目的（以下この章において「学術研究目的」という。）で取り扱う必要があると

き（当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益

を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

六 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個

人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が

学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除

く。）。 

 

（個人情報の保有の制限等） 

第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第六十

六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節におい

て同じ。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的

をできる限り特定しなければならない。 

２ 行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個

人情報を保有してはならない。 

３ 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す

ると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

 

【水防法】 第十五条第３項 

３ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町

村地域防災計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者に

周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければ

ならない。 
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3. 戦略的な広報活動 
水害リスク診断書の配布事業を円滑に行うためには、広報活動を計画的・戦略的に行うこ

とが非常に重要となります。 

広報活動は、下表のとおり、ホームページ等による基本的な方法に加えて、SNS 等による

周知や、首長の記者会見など、様々な方法が想定されます。また、配布対象の町会や議会

等への事前の説明も重要です。 

【表】 広報活動の内容・留意点 

主な手段 内容 留意点 

ホームページ、

SNS による 

周知 

・区市町村のホームページ、

SNS において、事業の概要

や配布地域、配布スケジュ

ール・配布実績等を掲載 

・PC、スマートフォンの操作に慣れ

ていない方への対策（広報誌等）を

併せて行う必要がある 

広報誌 

・区市町村の広報誌に事業

の概要、配布地域、配布時

期等を掲載 

・広報誌の内容が決定する時期に

あわせて（数カ月前から）、計画的

に掲載を予定しておく必要がある。 

記者会見 
・首長等による記者会見での

公表 

・問合せ等に備え、公表する時期、

情報量等について検討する必要

がある。 

町会長等への 

事前説明 

・配布を予定する町会に対し

て事前に事業の概要等を

説明 

・特に浸水深が大きい町会、防災意

識の高い町会など、影響が大きい

町会等に対して行う必要がある。 

議会等への 

説明 

・議会等に対して、事前に事

業の概要等を説明 

・問合せ等に備え、説明の時期、情

報量等について検討する必要があ

る。 

 

 

 

  

✓議会等各主体への説明・周知タイミング等を踏まえた事業の全体スケジ

ュールを設定しているか。 
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4. 診断書の作成に際しての視点 
4.1 診断書等の作成 

(1) 診断書の作成 

ア データベースとの連携を踏まえた構成・デザイン 

診断書は、1 枚毎に氏名、住所、水害リスク等の記載内容が異なります。そのため、

人口規模によりますが、数千から数万にわたる診断書を作成する場合、手動で作成す

ることは困難です。したがって、後述するデータベースとの連携を考慮した診断書の構

成・デザインを検討する必要があります。特に氏名・住所等の欄については、データベ

ースにおける最大文字数等を確認のうえ、診断書内に必要な表示スペースを確保して

おく必要があります。 

一方で、データの不具合による誤表記など不測の事態に備えて、委託業者による目

視でのチェック体制も必要です。 

 

イ 水害リスク等の判定結果の掲載 

住民の方に対して、水害リスク等を一目で理解できるような形で伝える必要がありま

す。重要な情報である水害リスクの判定結果等については、強調して表示することが重

要です。強調する方法としては、「字を大きくする」「字を太くする」「背景を着色する」等

があります。「背景を着色する」際には、ハザードマップ等の凡例の色に合わせると、より

効果的です（次頁参照）。 

また、正確な情報を伝えようとするあまり、細かい字で多くの情報を記載しても住民に

は十分理解されません。本事業では、「江戸川」の水害に「該当しない」と誤認した住民

からのお問合せがありました。また、診断書内の「※」等による注釈の記載についても、

住民に伝わりにくい点もあり、表示方法は住民目線での工夫が必要です。 

 

 

［参考：本事業における工夫（例）］ 

・冷蔵庫や壁など、家庭の目立つところに広げて貼ってもらえるように、A3 二つ折り（横）で

デザインし、丈夫な紙質で印刷 

・水害リスクは他の事項よりもフォントを大きくし、太字に設定 

・「浸水の深さ」は、背景色がハザードマップの凡例と同じ色になるように設定 

・「浸水の深さ」以外の項目については、特にリスクが高い箇所が赤字になるように設定 
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【図】 水害リスク診断書のデザインに関する工夫点 

 

ウ 避難行動・事前の備え等を促す情報の掲載 

診断書配布の目的は、各戸の水害リスク情報等を踏まえて、住民自らが正しく「避難

行動」をするとともに、「事前の備え」ができるようにすることであり、そのために必要な情

報を掲載することが重要です。 

一方、紙面に限りがあるため、必ずしも伝えたい情報全てを網羅することはできませ

ん。その場合は、後述する通知文（別紙）により情報を補足する方法や、診断書にQR

コード等を掲載してホームページへ誘導する方法等が考えられます。 

診断書に掲載する項目の例を下表に示します。この内容を設定の上、レイアウトを検

討します。 

【表】 水害リスク診断書に掲載する情報と項目の例 

必要な情報 項目の例 

「避難行動」を 
するための情報 

・水害リスクに基づいた避難行動の判断フロー 
・避難情報（広域避難含む）と取るべき行動の関係表 
・在宅（自宅）避難における留意点（イメージ図等） など 

「事前の備え」を 
するための情報 

・避難先の候補リスト（親戚宅、ホテル、広域避難先施設等） 
・備蓄品リスト など 

その他の情報 
・Q&A（よくある問合せ） 
・アンケートやホームページ等に誘導するQR コード など 

  

太字・大きなフォント

で記載 

ハザードマップの凡

例と同じ背景色フォ

ントで、見た人に分

かりやすく記載 

特にリスクが高い部分を赤字

で目立つように記載 
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［参考：本事業の例］ ※拡大イメージは 1.2 参照 

・表面には、水害リスクを踏まえた取るべき行動のフローを示し、そのポイントを掲載 

・裏面には、参考資料として、診断書のQ&A と平時から備蓄すべき品目等を掲載 

 

 

【図】 水害リスク診断書（表面） 

 

【図】 水害リスク診断書（裏面） 

  

✓自動で診断書に住所や氏名、水害リスク情報を挿入する場合、データベ

ースと連携して、正しく記載される設定になっているか。 

✓データの不具合による誤表記をチェックできる体制は整っているか。 

✓水害リスク情報（ハザード）は全体的に見やすいものとなっているか。背

景色を設定する場合は、ハザードマップの着色と整合しているか。 

✓診断書は、住民がリスクを認知するだけでなく、それに基づいて正しく「避

難行動」や「事前の備え」ができる内容になっているか。 
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(2) 診断書以外の資料の作成 

水害リスク情報等を示した「診断書」に加え、診断書を補完する資料を別紙（通知文

等）として作成することも可能です。さらに、診断書や通知文を各世帯に配布するために

は封筒が必要です。これらの資料作成にあたる視点について、以下に示します。 

 

ア 通知文 

送付される水害リスク診断書は、あまり住民にとって馴染みがないことから、通知文で

は、送付の主旨と対応について丁寧に記載する必要があります。 

また、通知文は、診断書に関する案内や、その他に紙面上で住民に伝えたい情報を

掲載するものです。紙面に限りがある場合には、QR コード等を掲載することにより、ホ

ームページ上に詳細情報を掲載することも可能です。記載する項目の例を下表に示し

ます。 

【表】 通知文に掲載する情報と項目の例 

種類 項目の例 

診断書の位置付けに 

関する情報 

・診断書の構成 

・診断書の活用方法 など 

診断書に関する 

注意事項 

・水害リスクの判定方法 

・「避難行動」や「事前の備え」は強制するものではない

こと など 

その他紙面上で住民に 

伝えたい情報 

・災害時における自治体の情報発信ツール 

・自治体のハザードマップ 

・自治体が発表する避難情報 

・避難施設の情報 など 

 

［参考：本事業の例］ ※次頁に実際の通知文の例を掲載 

・表面には、診断書の概要や活用方法、注意事項等を掲載 

・裏面には、平常時や災害時に活用できる情報のリンクや自治体の取組等を掲載 
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✓通知文を作成する場合、診断書の位置付けや注意事項等を記載し、診断

書を補完するものになっているか。 

✓診断書には掲載できなかった、紙面上で住民に伝えたい情報が掲載され

ているか。 

送付用封筒 

通知書表面：全区共通（裏面は区ごとに設定） 

配布物一式（ A4 両面 1 枚、 A3 両面 1 枚） 

【図】 配布物一式のイメージと通知文（表面）の作成例 
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イ 封筒 

診断書を送付する封筒の作成にあたり、まず宛先の表示方法を検討する必要があり

ます。宛先の表示方法としては、主に宛先ラベルを封筒に貼る方法と封筒に窓をつけ

て診断書に記載の住所を示す方法があります。それぞれのメリット、デメリットは下表のと

おりです。 

【表】 封筒の宛先の表示方法に関するメリット・デメリット 

宛先の 

表示方法 
メリット デメリット 

宛先ラベルを 

封筒に貼る方法 

○診断書に記載する氏名・

住所情報の配置に制約が

ない 

×宛先ラベルの作成が必要になる 

×診断書と封筒の住所が異なるリ

スクがある 

封筒に窓をつけて 

診断書に記載の 

住所を示す方法 

○宛先ラベルの作成が不要 

○診断書と封筒の住所が異

なるリスクがない 

×診断書に記載する氏名・住所情

報の配置に制約が生じる 

 

次に封筒のサイズを決定します。日本郵政による郵送の場合、市販のサイズでなくて

も発送は可能です。それぞれのメリット、デメリットは下表のとおりです。 

【表】 封筒のサイズに関するメリット・デメリット 

封筒サイズ メリット デメリット 

市販のサイズ 

（角形封筒等） 
○封筒の購入で対応可能 

×窓付きで送付する場合、診断書と

封筒のサイズ差により、窓から宛

先がきれいに表示されない可能

性がある 

市販外の 

サイズ 

○窓付きで送付する場合、診

断書と封筒のサイズ差を小

さくすることにより、窓を小さ

くすることが可能 

×新たに封筒を作成する必要があ

る 

 

なお、封筒には差出人及び還付先を明記しておく必要があります。これらについて

は、印刷業者等の関係者と協議の上、封筒作成前に予め決定しておく必要がありま

す。 
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［参考：本事業の例］ ※下図 

 

【図】 封筒の作成例 

 

  

■封筒のサイズ
・窓から氏名・住所が見えるよう、封筒
内での診断書のずれが最小限になる
サイズに設定

■ご意見・アンケート先の表示
・問い合わせをWEBに誘導するよう、封
筒の表面の目立つ位置にご意見、ア
ンケートへのリンク用QRコードを表示

■宛先の表示方法
・封筒に窓をつけ、診断書に記載の氏
名・住所が見えるように表示

■差出人及び還付先の設定
・差出人：東京都
・還付先：印刷業者

✓宛先の表示方法や封筒のサイズは診断書に合わせて設定しているか。 

✓差出人及び還付先は関係者間で調整の上、明示されているか。 
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4.2 データベース（DB）の作成 

(1) ジオコーディング※の実施 

各戸単位の水害リスクの判定（最大浸水深、浸水継続時間等の整理）を行うために、収

集した住所情報からジオコーディングを行い、地図上における各戸の位置を特定する必要

があります。ジオコーディングの方法は、無料のものも含めて複数ありますが、地図情報を

保有する業者等へ委託して実施することで、より精度の高い情報を整理することが可能と

なります（表札等から取得している氏名情報も含めたジオコーディング等）。 

また、全住戸の位置情報の特定は難しいため、位置情報が特定できたレベル（戸番レ

ベル、街区レベル等）の代表点を付与することが考えられます。 

ジオコーディングの精度・方法については、委託業者と十分に協議して設定してくださ

い。 

 

【図】 ジオコーディング後の情報整理イメージ 

［参考：本事業の例］ 

・地図情報を保有する委託業者により、氏名・住所情報を用いてジオコーディングを実施

し、建物や戸番レベルで特定したもの、街区レベル等の代表点を取得したもの等のレベ

ル分けを実施 

 

 
 

※ジオコーディング：住所や地名を地理座標（緯度経度）に変換すること  

住所氏名

●●区●●1丁目1番1号●● ●●

●●区●●1丁目1番2号●● ●●

●●区●●1丁目1番3号●● ●●

●●区●●1丁目1番4号●● ●●

■氏名・住所情報

■ジオコーディング後のイメージ

精度経度緯度住所氏名

戸番レベル139.XXXXX 35.XXXXX ●●区●●1丁目1番1号●● ●●

戸番レベル139.XXXXX 35.XXXXX ●●区●●1丁目1番2号●● ●●

街区レベル139.XXXXX 35.XXXXX ●●区●●1丁目1番3号●● ●●

街区レベル139.XXXXX 35.XXXXX ●●区●●1丁目1番4号●● ●●

✓ジオコーディングの精度・方法について、委託業者等と十分に協議してい

るか。 

✓対象地域に地番表示の住所がある場合、誤った場所にジオコーディング

されていないか。 
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(2) 水害リスク判定の実施 

「ジオコーディングで整理した各戸の位置情報」と「収集した水害リスクのデータ」を用

いて、「最大浸水深」「浸水継続時間」「家屋倒壊等氾濫想定区域」等の情報を付与しま

す。特定した位置情報（代表点）における判定が想定されますが、氏名の情報等から、特

定の住戸（建物）が特定できている場合は、当該住戸の外形から判定することも想定され

ます（下図参照）。 

水害リスク判定後、診断書へ反映するための情報として、送付先の氏名、郵便番号、

住所、リスク判定結果、管理番号等をデータベースとして整理します。 

 

 

【図】 水害リスク判定のイメージ（代表点・建物外形） 

［参考：本事業の例］ 

・ジオコーディングの結果において、建物が特定できたものは建物外形で判定し、それ以

外は代表点における判定を実施 

 

  

4.84.95.05.05.0

4.94.95.05.15.0

4.85.05.15.25.3

5.05.25.25.45.4

5.05.25.35.45.4

：対象とする建物の外形

：緯度経度を取得している点

5m又は25m等

代表点で判定する場合、浸水深は
5.1m、建物外形で判定する場合、
浸水深は5.4m

5m又は25m等

✓リスク判定の結果を適切にチェックしているか。 

例：最大浸水深は 0mなのに浸水継続時間が記載されている場合や

家屋倒壊等氾濫想定区域に該当している場合（矛盾の発生） 

✓各自治体で診断書と同じ水害リスクのハザードマップを公表している場

合、水害リスクの判定結果は、ハザードマップで着色されている閾値

（0.5m～3.0m、1 日～3 日未満など）に該当しているか。 
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4.3 印刷原稿の作成 

4.1 で作成した診断書に対して、4.2 で作成したデータベースの内容を反映し、印刷原稿

を作成します。印刷原稿の作成方法は、複数の方法が考えられますが、手順の一例を以下

に示します。 

 

手順①：診断書データを Microsoft Word で作成し、データベースを Microsoft Excel で

作成 

手順②：診断書データ（Word）の中で、データベース（Excel）の内容を反映する箇所（氏

名、住所、水害リスク判定結果等）に対して、差込印刷設定 

手順③：差込印刷した診断書データを印刷原稿用の PDF ファイルへ出力 

 

なお、印刷原稿となる PDF については、印刷業者へ確認のうえ、仕様を設定する必要

があります。 

 

［参考：本事業の例］ 

・上記の手順②と手順③の間で、水害リスクの判定結果に応じて、表内の着色（セル、文

字）を Word の VBA機能を用いて実施（下図参照） 

・印刷原稿は以下の形式で作成 

ファイル形式：PDF/X-1a 

フォント：エンベット（埋め込み） 

 

【図】 印刷原稿作成時の表内の着色処理イメージ 

  

✓データベースの内容が印刷原稿に適切に表示されているかをチェック（目

視確認及び機械確認）しているか。 

例：図が正しく表示されていない（図が抜けている） 

例：外字に文字化けが発生している 

例：ファイルの番号と内容が一致していない 等 
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5. 印刷・発送 
印刷原稿用のデータを委託業者へ提供し、印刷、封入・封緘、発送等を行います。 

発送にあたっては、住民からの問合せに対応できるよう、体制に応じた発送計画（配布部

数を複数回に分割して発送等）を立てる必要があります（問合せ対応方法については、6 を

参照）。 

 

例：コールセンターを委託運営し、その期間内に集中して発送する計画 

職員による直営対応を行う前提で複数回に分割して発送する計画 など 

 

また、発送した郵送物の記録と、返還された郵送物の対応等を確認するために、管理番

号の付け方等を委託業者と協議する必要があります。 

発送部数が多い場合は、郵便局の負担軽減のため、発送回ごと・差出郵便局※ごとの発

送件数を整理し、事前に各郵便局に共有にしておくことが推奨されます。 

 

［参考：本事業の例］ 

・約３か月間で、約 47 万件を 10 回以上に分割して発送し、電話対応は職員直営により

実施（問合せ件数：合計約 500 件） 

・返還された郵送物の再発送等は実施せず 

 

 
 

※差出郵便局：郵便番号の上 5桁または上 3桁（地域によって異なる）から把握可能 

 

  

✓印刷原稿数と、発送された郵送物の数をチェックしているか。 

✓印刷原稿の内容が正しく印刷されているかをチェックしているか。 

✓住民からの問合せに対応できる体制は確保できているか。 
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6. 問合せ対応方法  
問合せ対応方法としては、直営による対応か、コールセンターによる対応が想定されま

す。それぞれのメリット、デメリットは下表のとおりです。 

また、直営による対応、コールセンターによる対応のいずれの場合も、電話対応用のQ＆

Aを作成し、対応者による回答内容のばらつきが生じないようにする必要があります。 

【表】 問合せ対応方法のメリット・デメリット 

対応方法 メリット デメリット 

直営対応 

・費用負担が小さい 

・委託手続きの手間等がない 

・早いレスポンスで適切な回

答や対応ができる 

・職員の負担が大きい 

・回線負荷を考慮して、専用回線の設置

等を検討する必要がある 

コール 

センター 
・職員の負担が小さい 

・質問内容によっては、改めて職員から回

答する必要がある（質問内容の正確な意

図等が共有できない可能性がある） 

・費用負担が発生する 

 

また、住民及び自治体の問合せに係る負担を減らす工夫としては、下表の取組等が挙げ

られます。各区市町村の特性や予算等を踏まえて適切な方法を検討してください。 

【表】 住民及び自治体の問合せに係る負担を減らすための取組例 

取組 概要 

Q＆Aの作成 

・配布する診断書や区市町村のホームページに、想定される

問合せ内容を Q＆Aの形で掲載しておく。 

・問合せ件数が増えてくると、傾向が掴めてくるため、質問が

多い事項をきめ細かく共有するなど、適宜見直しする。（40

頁・参考資料４参照） 

チャットボットの運用 
・チャットボットとして、入力された問合せ内容に対して自動

的に返答する仕組みを構築し運用する。 

紙アンケートの実施 

・QR コード等による WEB アンケートだけではなく、紙による

アンケートを一緒に配布する、あるいは公共施設に配置す

る。 

事前の広報の実施 
・事前にホームページや広報誌等による周知、配布対象の

町会等への説明を行う。 

※ＱＲコード等によるＷＥＢアンケートは、高齢者等で対応できない人も多くいることを考慮

して、紙アンケートの併用も検討する必要があります。  
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［参考：本事業の例］ 

・Ｑ＆A を作成し、診断書やホームページに掲載 

・チャットボットを構築・運用 

・アンケートは、QR コードによる WEＢアンケートのみ実施（アンケートの回答方法に関す

る問合せが多く発生） 

 

 

  

✓配布期間・配布数等を踏まえた問合せ方法を検討しているか。 

✓問合せを減らすための対策を検討しているか。 

✓デジタルデバイド（情報格差）をなくし、全ての住民に対応できる方法を検討

しているか。 
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7. 効果検証の方法 
効果検証の一般的な方法としてアンケート調査が挙げられます。アンケート調査は、QR

コードから WEB アンケートを行う方法、アンケート用紙で行う方法、電話で確認する方法等

が想定されますが、それぞれのメリット、デメリットは下表のとおりです。 

【表】 アンケート方法のメリット・デメリット 

対応方法 メリット デメリット 

WEB 

アンケート 

・自動的に集計可能、印刷・配布

等が不要 

・無料で作成できるツールが多い 

・スマートフォンや PC の操作に不慣

れな方は回答できない（電話等で

の問合せが多くなる） 

紙 

アンケート 

・スマートフォンやPCの操作に不

慣れな方も回答できる 

・費用負担・手間が大きい（印刷費、

返送用の郵送費、データ入力） 

電話 

アンケート 

・個別の具体的な意見を確認で

きる 

・費用負担・手間が大きい（電話によ

る聞き取り、意見要約、データ入

力） 

 

また、適切に診断書の効果が検証できるよう、以下の観点等を踏まえてアンケートを設計

することが重要です。 

 

■理 解 度 ：配布物の内容を理解できたか 

■意識の変化：配布物により、水害リスク、避難行動、避難先、事前の準備等に対する

意識に変化があったか（配布物を見る前後の比較、過去のデータと比

較する設問等） 

■事業の評価：ハザードマップ等の従来の施策と比較して優位な点があったか、本事

業が評価できるか など 

 

［参考：本事業の例］ 

・配布物に示した QR コードから Microsoft Forms で作成したWEB アンケートに回答して

もらう形で実施（アンケートの設問内容は参考資料５を参照）  

・アンケート結果等を踏まえて効果を検証（検証結果は 1.4 を参照） 

 

  

✓配布する地域の特性と予算規模、職員の体制等を踏まえた検証方法を検討

しているか。 

✓作成した配布物の目的（水害リスクの周知、分散避難の周知、事前対策の

促進など）を踏まえたアンケートが設計されているか。 
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8. 普及啓発の更なる展開に向けて 
「我が家の水害リスク診断書」を確認することにより、各世帯等で想定される浸水深や浸水

継続時間等の水害リスクと、水害リスクに応じた適切な避難行動の理解を深めることができま

す。 

普及啓発の更なる展開に向けては、水害リスク診断書の内容を繰り返し・継続的に周知

することによる理解の促進に加え、いざ避難が必要になった時に、適切に避難できるような

啓発が必要です。 

 

【繰り返し・継続的な周知】 

・水害リスク診断書の定期的な送付 

・ハザードマップ更新時の同時送付 

・新住民への周知（転入手続き時の通知等） 

・いつでも診断書の内容を確認できる仕組み（システム化） など 

 

【避難行動につながる啓発】 

・東京マイ・タイムラインの作成 

・防災訓練（理解だけではなく行動に移せる取組） 

・セミナーによる意識向上 など 
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9. 本ガイドライン・事業に関する問合せ 
本ガイドラインの内容や、その他プッシュ型情報提供に係る疑問点につきましては、以下

のお問合せ先にお気軽にご連絡ください。 

都民の皆様が水害等を「我がこと」として捉え、災害発生時に適切な行動を取ることができ

るよう、皆様の事業にご協力（技術的協力）をさせていただきます。 

 

【お問合せ先】 

東京都総合防災部防災計画課 

〒163-8001 

東京都新宿区西新宿 2-8-1 第一本庁舎 11 階南側 

電話番号：03-5388-2486 
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■参考資料 
 

参考資料１. ジオコーディングの留意点 
ジオコーディングは、対象とする世帯数が膨大な場合、全ての建物の位置を特定すること

は現実的ではないため、一定の精度により処理する必要があります。一例として下表のよう

な精度（住所マッチングレベル）で、ジオコーディングを行うことが考えられます。 

特に住所マッチングレベル D（字丁目まで一致）以下等は、実際の位置と大きくずれる可

能性があることから、目視確認等で住所の確認を行うことが望ましいと考えられます。 

【表】 住所マッチングレベルのイメージ 

 

 

精度向上のために、氏名によるマッチングを行う場合は、住所マッチングレベルに加え

て、下表のマッチングレベルで行うことが想定されます。下表では、一例としてマッチングレ

ベル CA以上を建物座標とすることにしています。 

 

【表】 氏名マッチングレベルのイメージ 

 
  

例内容
住所マッチ
レベル

「東京都××区○○町１ー２ー３ △△マンション４５６号室」まで一致部屋番号まで一致S

「東京都××区○○町１ー２ー３」まで一致戸番まで一致A

「東京都××区○○町１－２－３」まで一致
※住所により、「○○町１ー２ー３ー４５６」のように部屋番号を一緒に登録している場合、最後の部屋番号が
一致していないケース（レベルとしてはAと同じ扱い）

戸番まで先頭一致B

「東京都××区○○町１－２」まで一致街区まで一致C

「東京都××区○○町１」まで一致字丁目まで一致D

「東京都××区○○町」まで一致
※「○○町１２番地」のように丁目がない場合に大字以下が一致していないケース（レベルとしてはDと同じ扱い）

大字まで一致E

※ゼンリンの住宅地図には大字レベルでも登録されていないもの（該当なし）不一致N

（１）住所マッチレベルごとの氏名マッチングレベルの設定
・特定した住所のマッチングレベルごとに氏名を検索
（例：住所マッチングレベルが戸番レベル（A）であれば、
戸番内で氏名を検索 など）

・氏名が一致する名称のレベルに応じて、氏名マッチングレ
ベルA,B,C,Nを設定
A：名称完全一致
B：名称先頭一致
C：名称部分一致
N：名称不一致

（２）住所マッチレベルごとの氏名マッチングレベルの設定
・住所マッチングレベルと、氏名マッチングレベルを組み合わ
せて、マッチングレベルを設定し座標を取得（右表）

※CB以下については、氏名で一致した場合も、別の建物
（同じ苗字で別の方等）を選択している可能性が高い
ため、氏名マッチングは実施しない。

採用座標内容
住所・氏名
マッチレベル

①建物の座標を取得
※ただし、マッチング精度の関係
で、若干ではあるが隣の建物
等が選択される可能性あり。

部屋番号まで一致、名称完全一致SA

部屋番号まで一致、名称先頭一致SB

部屋番号まで一致、名称部分一致SC

部屋番号まで一致、名称不一致SN

戸番まで一致、名称完全一致AA

戸番まで一致、名称先頭一致AB

戸番まで一致、名称部分一致AC

戸番まで一致、名称不一致AN

戸番まで先頭一致、名称完全一致BA

戸番まで先頭一致、名称先頭一致BB

戸番まで先頭一致、名称部分一致BC

戸番まで先頭一致、名称不一致BN

街区まで一致、名称完全一致CA

②各住所マッチレベルの代表座
標を設定

街区まで一致 ※氏名マッチングは不採用C

字丁目まで一致 ※氏名マッチングは不採用D

大字まで一致 ※氏名マッチングは不採用E
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参考資料２. 水害リスク判定における留意点 
水害リスク判定は、最大浸水深、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域の GIS デー

タを用いて実施します。当該データは、各河川管理者、港湾管理者が作成しているものであ

り、５m～25m 等のメッシュ（格子）サイズで作成されています（下表）。各区市町村のハザー

ドマップで用いている各データのメッシュサイズも確認のうえ、ハザードマップと同じデータを

利用することが推奨されます。 

【表】本事業で対象とした浸水想定区域図のメッシュサイズ 

 
 

ただし、上表のとおり、同じ浸水想定区域図の中でも最大浸水深、浸水継続時間のメッシ

ュサイズが異なることがあります。これは下図のとおり、25m メッシュを用いて最大浸水位を計

算した後に、5m地盤高メッシュの地盤高との差分で最大浸水深を計算していることが理由と

なります（したがって浸水継続時間は 25m メッシュのみ）。 

 
（出典）洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第 4版）／国土交通省 

【図】 洪水浸水想定区域図における計算メッシュと地盤高メッシュの関係 

上記で説明したメッシュサイズの違いにより、水害リスク判定を実施した際に生じる可能性

のある現象と対応例を以下に示します。 

■浸水深が 0.5m 未満となっているが、浸水継続時間が生じる 

→対応例：浸水深（5m メッシュ）の判定に従い、浸水継続時間は０時間とする。 

■浸水深が 0.5m 以上だが、浸水継続時間が０時間となっている 

→対応例：浸水継続時間の補正や修正はしない  

高潮（都）中川（国）江戸川（国）荒川（国）

10 m メッシュ5 mメッシュ5 mメッシュ5 mメッシュ最大浸水深

10 m メッシュ2 5 mメッシュ2 5 mメッシュ2 5 mメッシュ浸水継続時間

－（対象外）ポリゴンデータポリゴンデータポリゴンデータ
家屋倒壊等
想定氾濫区域

→各区のハザードマップと同じメッシュサイズ
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参考資料３. 印刷原稿作成における留意点 
印刷原稿の作成にあっては、Microsoft Word の機能で行う方法、VBA で行う方法、その

他の Python 等のプログラムで行う方法、RPA ソフトを活用する方法等が挙げられます。 

本事業における作業手順、その際に生じたエラー及びエラーの抽出方法について、下表

に示します。 

なお、本事業の際は、膨大な原稿の処理と時間的な制約がある中で、試行錯誤しながら

下表の手順で進めていますが、より最適な方法等については各区市町村、委託業者で協

議の上、検討することが推奨されます。 

特に下表②の作業で発生しているエラーについては、VBA の実行中において、その他

の操作を実施したことが原因であることから、原稿作成中の PCへの負荷等にも十分に留意

して進めてください。 

【表】 印刷原稿作成時に発生したエラーとエラーの抽出方法 

手順 発生したエラー エラーの抽出方法 

①Word の機能を用い

てＤＢの内容を原稿

へ差し込み 

・浸水深等の小数点が原稿上で正

しく表示されない 

・空白と０m が混在している など 

・python 及び Excel を用いて、

DB の内容と出力した PDF ファ

イルの中身が同じであるかを確

認※2 

②VBAにより差込印刷

した原稿を個別ファイ

ルに分割 

・一部のファイル※1において、ファ

イル名と中身の情報が一致して

いない（中身が別住所の内容に

置き換わっている） など 

・python 及び Excel を用いて、

DB の内容と出力した PDF ファ

イルの中身が同じであるかを確

認※2 

③VBAにより分割した

原稿の水害リスクの

数値等を着色 

・文字情報から着色を判定したた

め、0,1m の着色が、10.1m に適

用されてしまう など 

・VBA 構築後に各ケースのテスト

ファイルを作成し、着色を目視

確認 

④RPA を用いて、

Adobe Acrobat を操

作し PDF（PDF/X1-

a、フォント埋込）を出

力 

・一部のファイル※1において、図が

消えている など 

・ファイルを容量順に並び替え、

ファイルサイズに異常がないか

を確認※2 

・一部のファイル※1において、外字

が正しく表示されていない（作業

を行った一部の PCの外字ファイ

ルの設定ミス） 

・python 及び Excel を用いて、

DB の内容と出力した PDF ファ

イルの中身が同じであるかを確

認※2 

※１：約 47 万件のうち、1 件～数件で発生 

※2:その他、目視でも全数の原稿に対し、図が消えていないか、外字が表示されているかを

確認 
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参考資料４. よくある問合せ 
本事業では、約 500 件の電話による問合せがありました。その際の電話の記録メモ等を

もとに整理したよくある「問合せ内容」とその「回答・対応例」を下表に示します。 

【表】 配布先・配布状況に関する問合せ 

問合せ内容 回答・対応例 

なぜ我が家に届いたのか。誰に送

付しているのか。 
・送付基準を説明。 

水害リスク診断書は、いつ届くの

か。 

・住所が配布対象地域に該当するか確認した上で、送付

予定等について説明。 

引っ越しをしたが、転居先に転送

されてきた。どうすればよいか。 

・いつ時点の氏名・住所情報を利用したかを説明。 

・近隣や区内に転居した場合、かつ現住所にもリスクがあ

る場合は、届いた診断書を参考に水害に備えてもらうこ

とを説明。 

事業所にも届くのか。 

※住民基本台帳等を用いる場合 

・世帯主登録された建物を対象としているため、事業所

兼住居等には届くことを説明。 

不動産業を営んでいる。退去に繋

がりかねない。営業妨害だ。 

・送付の意図を説明。 

・不動産取引時の重要事項説明で示す必要があるハザ

ードマップ等のデータを数値化したものであることを説

明。 

封筒が届いたが、開けない方がい

いか（詐欺的なものではないか）。 
・主旨の説明や中身の確認を依頼。 

【表】 診断書の内容（水害リスク・避難行動・避難先等）に関する問合せ 

問合せ内容 回答・対応例 

水害リスク診断書を受け取ったがこ

れは何か。どうしたらいいか。 

何を返送すればいいか。 

・水害の備えに関する注意喚起として送付していることを

説明。見返せるよう分かりやすいところに貼るなど、お手

元に保管してもらうことを依頼。 

水害リスク診断書は何に基づいて

作成しているのか。 

・浸水想定区域図やハザードマップ等のデータを数値化

していることを説明。 

どこに逃げたらいいのか教えてほ

しい（ペット同伴可否含む）。 

・リスク診断書の推奨されるあなたの行動を説明。 

・ハザードマップを基に浸水想定区域外の避難所等を案

内。 

身体が不自由で一人で避難できな

い。どうしたらいいか。 

・要配慮者支援名簿への登録の有無を確認。 

・個別避難計画について説明。 
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親戚・知人宅への避難ができな

い。お金もないので、公的な広域

避難先を教えてほしい。 

・広域避難指示を発令するタイミングに公表することを説

明。 

【表】 備蓄に関する問合せ 

問合せ内容 回答・対応例 

備蓄ナビがみられないので、必要

な備蓄品を教えてほしい。 
・備蓄ナビの検索結果画面により回答。 

大量の備蓄は難しい。全て備蓄す

る必要はあるのか。 

・備蓄の考え方を説明。可能な限り備蓄してもらい、でき

ない場合は、安全な避難所への早めの避難を推奨。 

備蓄を全て持って避難できない。 
・備蓄内容は、持って逃げるものではないことを説明。 

・持ち出す備品の例を紹介（常備薬や衛生用品等）。 

【表】 アンケートに関する問合せ 

問合せ内容 回答・対応例 

アンケートに回答したいが、QR コ

ード、インターネットが使えない。ス

マホを持っていない。 

※紙アンケート等を併用しない場合 

・口頭による回答を確認。 

アンケートは必ず回答しなくてはい

けないか。 
・必須ではないことを説明。 

アンケートの回答期限を過ぎてしま

った。 
・回答可能な期間であれば、回答を依頼。 

【表】 その他の問合せ 

問合せ内容 回答・対応例 

浸水しないように、堤防などハ

ード整備を進めるべき。 

・ハード対策には時間を要し、ソフト対策も必要であることを

説明。 
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参考資料５. 「我が家の水害リスク診断書」に関するアンケート内容 
■「我が家の水害リスク診断書」に関するアンケート（１／７） 

※問２で「はい」を回答した方は問 23 で回答終了 

※問２で「いいえ」を回答した方は問 24 へ分岐し問 30 で回答終了 
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■「我が家の水害リスク診断書」に関するアンケート（２／７） 

 

  



 

- 44 - 

 

「我が家の水害リスク診断書」実施ガイドライン 

■「我が家の水害リスク診断書」に関するアンケート（３／７） 
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■「我が家の水害リスク診断書」に関するアンケート（４／７） 
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■「我が家の水害リスク診断書」に関するアンケート（５／７） 
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■「我が家の水害リスク診断書」に関するアンケート（６／７） 
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■「我が家の水害リスク診断書」に関するアンケート（７／７） 

 


